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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第１部門第２区分
【発行日】平成23年4月28日(2011.4.28)

【公表番号】特表2010-525898(P2010-525898A)
【公表日】平成22年7月29日(2010.7.29)
【年通号数】公開・登録公報2010-030
【出願番号】特願2010-506671(P2010-506671)
【国際特許分類】
   Ａ６１Ｆ   2/06     (2006.01)
   Ａ６１Ｆ   2/82     (2006.01)
   Ａ６１Ｌ  31/00     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ａ６１Ｆ   2/06    　　　　
   Ａ６１Ｍ  29/02    　　　　
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【手続補正書】
【提出日】平成23年3月9日(2011.3.9)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　静脈グラフトの採取された静脈の外表面への配置用のステントを選択する方法において
、該方法が、
　採取された静脈を測定されるべく提供する段階と、
　採取された静脈の最小外径と最大外径とを測定する作業と、
　ステントを静脈の外表面に配置することに伴う静脈に対する最大縮径量とステントを静
脈の外表面に配置することに伴う静脈に対する最小縮径量とを選択する作業と、
　選択した最大量と選択した最小量との間の縮径量を成すステント内径範囲を計算する作
業と、
　該計算範囲内に収まる内径を有する単一ステントを選択する作業とを含む、静脈グラフ
ト用のステントを選択する方法。
【請求項２】
　更に、静脈を平滑化するための縮径度を計算する作業を含む、請求項１記載の方法。
【請求項３】
　前記平滑化する作業が、静脈の少なくとも一部の外径を変更して、静脈の他の部分の外
径と事実上等しくする作業を含む、請求項２記載の方法。
【請求項４】
　前記単一ステントが、前記計算範囲内で可能な最小のステントであり、その結果、最大
縮径量を有している、請求項１記載の方法。
【請求項５】
　前記単一ステントが、前記計算範囲内で可能な最大のステントであり、その結果、最小
縮径量を有している、請求項１記載の方法。
【請求項６】
　前記ステントが約２．７ｍｍから約４．０ｍｍの直径を有している、請求項１記載の方
法。
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【請求項７】
　前記ステントが約３．０ｍｍから４．０ｍｍの直径を有している請求項５記載の方法。
【請求項８】
　静脈に対する最大縮径量が、静脈を事実上平滑化するための縮径度である、請求項１記
載の方法。
【請求項９】
　静脈を事実上平滑化する前記作業が静脈の不規則部分を平滑化する作業を含む、請求項
８記載の方法。
【請求項１０】
　患者の動脈の一区間を、患者の健康な動脈のコンプライアンス特性を模す形での弾力的
な半径方向拡張能を有する静脈グラフトと置換する方法において、
　置換される動脈の前記区間の血流を制限する作業と、
　前記動脈の前記区間を、患者の利用可能な第１動脈端部と利用可能な第２動脈端部とを
残して切除する作業と、
　第１端部と第２端部とを有する静脈片を得る作業と、
　静脈片の前記第１端部を前記利用可能な第１動脈端部に結合する作業と、
　３‐３０％／１００ｍｍＨｇの範囲のコンプライアンス内での静脈片の半径方向拡張を
許容するのに十分に弾力的な半径方向拡張能を備えた概して管状のフレキシブルで弾力的
な編成繊維メッシュ外側支持ステントを得る作業と、
　静脈片の前記第２端部を前記ステント内へ導入し、静脈片の事実上全体がステント内に
収まるまで、ステントを静脈片の外表面上でスライドさせることによって、前記静脈片に
前記ステントをはめ込む作業と、
　静脈片の前記第２端部を利用可能な前記動脈第２端部と結合して、前記静脈グラフトを
得る作業とが含まれ、
　しかも、前記静脈グラフトが、前記動脈への血流回復時に、健康な動脈のコンプライア
ンス特性を模した形での弾力的な半径方向拡張能を備えている、患者の動脈の一区間を、
患者の健康な動脈のコンプライアンス特性を模した形での弾力的な半径方向拡張能を有す
る静脈グラフトと置換する方法。
【請求項１１】
　前記ステントが、有意な軸方向寸法の変化なしに前記弾力的な半径方向拡張能を発揮す
る、請求項１０記載の方法。
【請求項１２】
　前記繊維メッシュが金属ワイヤ製である、請求項１０記載の方法。
【請求項１３】
　前記金属ワイヤが形状記憶合金である、請求項１２記載の方法。
【請求項１４】
　前記繊維メッシュがポリマーである、請求項１０記載の方法。
【請求項１５】
　前記静脈片の前記外表面が前記ステントに接着される、請求項１０記載の方法。
【請求項１６】
　静脈グラフトの静脈の外表面への配置用のステントを選択する方法であり、該方法が、
　生理的圧力に静脈を拡張させる段階と、
　拡張された静脈の最大外径を測定する段階と、
　それぞれが独自の内径を有する複数の概して管状のステントのセットを提供する段階と
、
　複数の概して管状のステントから、静脈の外表面に配置された時に４０％まで静脈を縮
径させるに適当な内径を有するステントを選択する段階と、を有する方法。
【請求項１７】
　拡張された静脈の最小外径を測定する段階を有し、前記選択されたステントは拡張され
た静脈の最小外径以下の内径を有する、請求項１６に記載の方法。
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【請求項１８】
　生理的圧力は、約１２０ｍｍＨｇである、請求項１６に記載の方法。
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